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はじめに 

 

本書は、令和 2 年10月 1 日現在で実施された令和 2 年国勢調査の結果から、本市に関する概

要をとりまとめたものです。 

大正 9 年（1920年）に第 1 回国勢調査が行われて以来、令和 2 年調査は21回目に当たり、実

施 100 年目の節目となりました。 

国勢調査の調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の基礎資料として活用されているとと

もに、さまざまな分野で多くの方々に利用されています。 

本書では、本市に関する基本的な調査結果について掲載しておりますので、各方面において

資料として御利用いただければ幸いです。 

終わりに、国勢調査に御協力いただきました市民の皆様をはじめ、国勢調査員、指導員及び

関係各位に対しまして、深く感謝申し上げます。 

 

 

 

令和 6 年 3 月 

 

盛岡市市長公室企画調整課     

  



利用上の注意 

 

 1  本書は、令和 2 年10月 1 日現在で実施された令和 2 年国勢調査のうち、盛岡市に関する項目を

とりまとめたものです。 

 

令和 2 年国勢調査は、基本集計、抽出詳細集計、就業地・通学地集計、人口移動集計に分けて、

全国、都道府県、市区町村別に結果が公表されています。 

集計区分 集計内容 

基本集計  

 人口等基本調査 

人口、世帯、住居に関する結果及び

外国人、高齢者世帯、母子・父子世

帯、親子の同居等に関する結果 

人口の基本属性、世帯の状況及び住居等について集

計するもの 

地域の人口、世帯構成や住まい方、高齢化の状況な

どを把握できます。 

 

 就業状態等基本集計 

人口の労働力状態、夫婦、子供のい

る世帯等の産業・職業大分類別構成

に関する結果 

人口の労働力の状態、産業・職業（大分類）別の就

業者数及び夫婦と子供のいる世帯等について集計す

るもの 

地域の産業や雇用の状況などを把握することができ

ます。 

抽出詳細集計  

 抽出詳細集計 

就業者の産業・職業小分類別構成等

に関する詳細な結果 

就業者数を産業と職業の別に小分類まで分けて詳し

く集計するもの。また、常住地だけでなく、従業地

による地域別にも集計する。 

地域の産業や雇用の実態を詳しく把握することがで

きます。 

従業地・通学地集計  

 従業地・通学地による人口・就業状

態等集計 

従業地・通学地による人口の基本的

構成及び就業者の産業・職業大分類

別構成に関する結果 

従業地・通学地による人口の構成や、現在住んでい

る市区町村と通勤・通学先の市区町村との関係など

を集計するもの 

昼間人口や就業者がどの市区町村に勤めているかな

どを把握することができます。 

 



集計区分 集計内容 

人口移動集計 人口の転出入状況（ 5 年前に住んでいた市区町村と

現在住んでいる市区町村との関係など）を集計する

もの 

都市部への人口流入や過疎地域の人口流出などの実

態を把握することができます。 

 移動人口の男女・年齢等集計 男女・年齢別にみた人口の転出入状況に関する事項

を集計するもの 

 移動人口の就業状態等集計 労働力状態、就業者の産業・職業（大分類）別にみ

た人口の転出入状況に関する事項を集計するもの 

本書は、総務省統計局の e-Stat（政府統計の総合窓口、https://www.e-stat.go.jp）に掲載された統

計表を基に作成しました。 

 

 2  盛岡市は、平成 4 年 4 月 1 日に都南村、平成18年 1 月10日に玉山村と合併しました。 

  本書において、時系列比較をするに当たり、都南村及び玉山村の数値は、合併後の現在の市域

に組み替えた数値を用いています。 

また、旧都南村域と旧盛岡市域の境界が現在の住居表示と異なるため、便宜上、北飯岡は旧都

南村に、向中野は旧盛岡市域にそれぞれ集計しています。 

 

 3  統計表中の構成比等の比率を表す数値は、四捨五入の関係から内訳と合計の数値が合わない場

合があります。 

 

 4  統計表中の「－」は皆無又は該当数値がないことを、「…」は不詳であることを表しています。

結果数値が著しく小さい地域については、秘匿処理を行い「X」に置き換えて表章した上で、近隣

の地区に合算しています。 

 

 5  本書に掲載された項目以外の統計表の閲覧については、市長公室企画調整課へお問い合わせく

ださい。 

 

 6  第10章「 2  町丁大字別、年齢 3 区分別、男女別人口」について、総務省統計局は、町丁・字

別人口の結果数値が著しく小さい地域について秘匿処理を行っています。そのため、秘匿処理が

町丁・字を超えて合算されている地域があり、利用する場合は注意が必要です。 

なお、秘匿処理によって町丁・字を超えて合算処理が行われた地域は、次のとおりです。 

 



  ・山岸字庚申下    → 山岸四丁目に合算 

  ・山岸字銭神沢下   → 山岸一丁目に合算 

  ・三ツ割字下更ノ沢  → 三ツ割四丁目に合算 

  ・加賀野字      → 東桜山に合算 

  ・浅岸字大志田    → 大字薮川字に合算 

  ・向中野字新田    → 門二丁目に合算 

  ・前潟三丁目     → 前潟二丁目に合算 

  ・本宮字荒屋     → 本宮三丁目に合算 

  ・飯岡新田 4 地割   → 下飯岡12地割に合算 

  ・大字玉山字の一部  → 大字門前寺字に合算 

  ・大字巻堀字の一部  → 大字寺林字に合算 


